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 各市町村教育委員会教育長 様 

 

神奈川県教育委員会教育長  

 （ 公 印 省 略 ） 

 

夏季休業に向けた新型コロナウイルス感染症対策について（通知） 

 

 このことについて、別添写しのとおり令和４年７月12日付けで文部科学省初等中等教

育局健康教育・食育課から事務連絡がありましたのでお知らせします。 

 貴教育委員会所管の各学校においては、令和４年５月31日付け子教第1424号通知「当

面の市町村立学校の教育活動の実施における留意事項について」により、感染防止対策を

徹底しながら学習の継続に取り組んでいただいているところです。 

 今年度に入り、児童・生徒等の感染者数は減少傾向にありましたが、現在、県内におい

て新規感染者数は急速に増加しており、全国的にも感染・伝幡性の高いオミクロン株

（BA.5）への置き換わりが進み、感染者数が更に増加することが懸念されています。 

また、令和４年７月11日開催の新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議にお

いて、県全体の感染者の状況とその対応について協議され、７月13日に病床の医療フェ

ーズが１から３に引き上げられるとともに、感染状況や医療逼迫状況を示すレベルが１か

ら２に引き上げられたところです。 

こうしたことを受け、県教育委員会では、本日、別添写しのとおり県立学校長あてに通

知しました。 

ついては、貴教育委員会所管の各学校においても、国の事務連絡及び県立学校長あて通

知を踏まえ、引き続き基本的な感染防止対策の徹底に取り組むとともに、各家庭に対して

も感染予防の徹底への協力を依頼されるようお願いします。 

 

 

 

問合せ先 

子ども教育支援課教育指導グループ 松田、齊藤 

電話 ０４５－２１０－８２１７ 

子ども教育支援課小中学校生徒指導グループ 武下、黒川 

電話 ０４５－２１０－８２９２ 

保健体育課保健安全グループ 菅沼、岡本 

 電話 ０４５－２１０－８３０９ 



 

保 体 第 1705号 

令和４年７月14日 

 

各県立学校長 様 

教  育  長  

 

 

夏季休業に向けた新型コロナウイルス感染症対策について（通知） 

 

 

 各県立学校においては、令和４年５月31日付け高第1560号及び特第1206号通知「当面の

教育活動の実施における留意事項について」により、感染防止対策を徹底しながら学習の

継続に取り組んでいただいているところです。 

 今年度に入り、児童生徒の感染者数は減少傾向にありましたが、現在、県内において新

規感染者数は急速に増加しており、全国的にも感染・伝幡性の高いオミクロン株（BA.5）

への置き換わりが進み、感染者数が更に増加することが懸念されています。 

こうした中、令和４年７月11日開催の新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議

において、県全体の感染者の状況とその対応について協議され、７月13日に病床の医療フ

ェーズが１から３に引き上げられるとともに、感染状況や医療逼迫状況を示すレベルが１

から２に引き上げられたところです。 

また、別添のとおり令和４年７月12日付けで文部科学省初等中等教育局健康教育・食育

課からも事務連絡がありました。 

ついては、各学校においては、これから夏季休業前及び夏季休業中についても、当該事

務連絡を踏まえ、引き続き基本的な感染防止対策の徹底に取り組むとともに、次の事項に

留意して対応するようお願いします。 

併せて、各家庭に対しても感染予防の徹底への協力を依頼されるようお願いします。 

 

１．夏季休業前及び夏季休業中の留意事項について 
 

 毎日の健康観察を引き続き実施し、体調不良者の登校及び教育活動等への参加を

控えるよう徹底すること。 
 

 児童・生徒等の登下校や教育活動への参加状況を把握できるよう取り組むこと。 
 

 部活動や文化祭等の行事の準備活動等で陽性者が発生した場合は、濃厚接触者相

当の者の特定をしっかりと行い、学校全体の教育活動の停止や中止を招くことが

ないようにすること。 
 

 濃厚接触者相当の者の特定に当たっては、教育活動前後や以外の接触状況（校内

関係者との交友等）についても確認すること。 
 

 感染防止対策に当たっては、熱中症事故防止のため、寝不足や欠食を防ぎ体調管

理を行う指導、状況に応じてマスクを外す指導、室温の管理※、こまめな休憩と水

分補給といった対応を行うとともに、可能な限りの身体的距離の確保、室温に配

写 



慮しながらの換気、マスクを外している時は会話を控える等の対策を行うこと。 

※ 室温の管理に当たっては、電力需給ひっ迫に伴う節電の協力依頼もあるが、熱中症対策の

観点から、室温が 28℃以下になるよう、適切にエアコンを使用すること。 
 

 夏季休業中において、同一集団内で直近３日間の間に５人以上の感染者が確認され

た場合は、保健体育課へ連絡すること。 

※ 特別支援学校については、これまで通りの対応とすること。 

 

２．家庭における感染防止対策に係る協力依頼について 

 各家庭において、基本的な感染防止対策を継続するとともに、児童・生徒等の十

分な睡眠、バランスのとれた食事等を心がけるよう依頼すること。 
 
 夏季休業期間中は、教育活動外の行動が活発になることが想定されることから、

外出先等においても、状況に応じて適切な感染防止対策を徹底するよう、各家庭

において指導することを依頼すること。 
 
 体調不良が見られる場合には、部活動等の教育活動への参加を含めた外出を控

え、自宅で休養するなど、感染予防について協力を依頼すること。 

 

 

 

問合せ先 

【高等学校・中等教育学校の感染症対策に関することについて】 

保健体育課 保健安全グループ 岡本、菅沼 

電話 045-210-1111 (内線8310) 

【特別支援学校の感染症対策に関することについて】 

特別支援教育課 教育指導グループ 荒井、山田 

電話 045-210-8276（直通） 

 










